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問１ 

 次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問Ａ～Ｉについて、それぞれの答えを１～４の中か

ら１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

安藤真一さん（以下「安藤さん」という）は、将来の相続対策について検討している。安藤さんの

２０２５年１１月末現在の親族関係図等は以下のとおりである。なお、安藤さんおよびその親族等

は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、安藤さんの所有財産はすべて日本国内にあ

る。また、各設問間に関連はないものとする。 

 

［親族関係図］ 

 

 

・ 母および子は、安藤さんの相続について、相続の放棄をする予定である。 

 

（問題１） 
 

（設問Ａ）２０２５年１１月末に安藤さんに相続が開始し、母および子が相続の放棄をした場合、安藤

さんの相続に係る民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。 

 

１．妻 １／２ 

２．父 １／３ 

３．姉 １／４ 

４．甥 １／１６ 

  

 母（相続放棄予定） 

 父 

 姉 

 妻 

 安藤さん 

 甥 

 姪 

 兄（すでに死亡） 

 兄の妻 

 子（相続放棄予定） 
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（問題２） 
 

（設問Ｂ）２０２５年１１月末に安藤さんに相続が開始し、母および子が相続の放棄をした場合、安藤

さんの相続に係る相続税の総額等を計算するうえでの法定相続分として、正しいものはどれか。 

 

１．子 １／２ 

２．父 １／３ 

３．母 １／６ 

４．姉 １／８ 

 

（問題３） 
 

（設問Ｃ）安藤さんは過去に、父、母および子に対し生計の資本とするために以下のとおり上場株式を

贈与しており、この贈与は父、母および子の特別受益となるものである。２０２５年１１月

末に安藤さんに相続が開始し、安藤さんの相続財産の価額が２００,０００千円である場合、

特別受益を考慮した妻の民法上の相続分（具体的相続分）の金額として、正しいものはどれ

か。なお、母および子は相続の放棄をするものとする。 

 

受贈者 贈与時の価額 売却時の価額 相続開始時の価額 備考 

父 １,０００千円 ２,５００千円 ４,０００千円 

（注） 母 １,５００千円 ３,０００千円 ３,０００千円 

子 ２,０００千円 ６,０００千円 ５,０００千円 

（注）父、母および子は、贈与を受けた上場株式を安藤さんの相続開始時までに売却しており、相続開

始時の価額は、その上場株式を安藤さんの相続開始時まで売却せずに、原状のまま保有していた

場合の価額である。 

 

１．１０６,０００千円 

２．１３６,０００千円 

３．１３７,０００千円 

４．１３８,０００千円 

 

（問題４） 
 

（設問Ｄ）安藤さんおよびその親族の相続に係る遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。なお、相続開始時の親族関係は設例の［親族関係図］と同じであるものとし、各選択

肢間に関連はないものとする。 

 

１．父母が死亡した後に、安藤さんに相続が開始し、子が相続の放棄をした場合、妻の遺留分の

割合は２分の１である。 

２．父母が死亡した後に、姉に相続が開始した場合、甥の遺留分の割合は８分の１である。 

３．父に相続が開始し、母が相続の放棄をした場合、姪の遺留分の割合は２４分の１である。 

４．甥に相続が開始した場合、兄の妻の遺留分の割合は２分の１である。  
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（問題５） 
 

（設問Ｅ）２０２５年１１月末に安藤さんに相続が開始した場合、妻の配偶者居住権に関する次の記述

のうち、最も適切なものはどれか。なお、安藤さん夫婦は、相続開始時に安藤さんが所有す

る建物（以下「居住建物」という）に居住しており、母および子は相続の放棄をするものと

する。 

 

１．妻が配偶者居住権を取得した場合、妻は相続開始前において居住の用に供していなかった部

分も居住の用に供することができる。 

２．相続開始時に居住建物が安藤さんと父との共有である場合、妻は居住建物について配偶者居

住権を取得することができる。 

３．安藤さんの相続により、父が居住建物の所有権を取得し、妻が居住建物について配偶者居住

権を取得した場合、父の承諾を得て、妻は配偶者居住権を第三者に譲渡することができる。 

４．安藤さんの相続により、父が居住建物の所有権を取得し、妻が居住建物について配偶者居住

権を取得した場合、父の承諾の有無にかかわらず、妻は第三者に居住建物を使用させること

ができない。 

 

（問題６） 
 

（設問Ｆ）相続人の欠格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例と

の直接的な関連はないものとする。 

 

１．相続人となるべき者が欠格事由に該当する場合、利害関係人からの請求手続きを経ることな

く、当然に相続人の欠格の効果が生じる。 

２．欠格事由に該当して相続権を失った者に子がいる場合、その相続権を失った者の子は代襲相

続人とならない。 

３．欠格事由に該当して相続権を失った者でも、その相続に係る被相続人からの遺贈により財産

を取得することができる。 

４．被相続人の遺言書を偽造し欠格事由に該当する者は、被相続人および被相続人の配偶者の相

続において相続人になることができない。 
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（問題７） 
 

（設問Ｇ）失踪および相続人の不存在等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、

本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．不在者の生死が７年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪

の宣告をすることができる。 

２．失踪の宣告を受けた者が生存していた場合、家庭裁判所は、失踪の宣告を受けた本人または

利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 

３．相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求に

より、相続財産の清算人を選任しなければならない。 

４．特別縁故者が相続財産の分与を家庭裁判所に対して請求する場合、相続人のあることが明ら

かでないことを知った時から３ヵ月以内に請求しなければならない。 

 

（問題８） 
 

（設問Ｈ）養子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的

な関連はないものとする。 

 

１．配偶者のある者が成年者を普通養子とする場合、原則として当該配偶者の同意は不要である。 

２．未成年者である孫を普通養子にした場合、孫の親権者は孫の実親ではなく養親となる。 

３．夫が２９歳、妻が２４歳の夫婦は、特別養子縁組の養親になることはできない。 

４．特別養子縁組の離縁は、養子が成年に達してから養親との協議によりすることができる。 

 

（問題９） 
 

（設問Ｉ）「相続登記の申請の義務化」および「相続土地国庫帰属制度」に関する次の記述のうち、最

も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．相続登記の申請の義務化に伴う改正不動産登記法の施行日より前に相続等により取得した土

地については、相続登記の申請の義務化の対象とならない。 

２．相続人以外の者であっても、遺贈により不動産の所有権を取得した者は相続登記の申請の義

務がある。 

３．相続土地国庫帰属制度の施行日より前に相続等により取得した土地については、同制度の対

象とならない。 

４．建物の存する土地は、相続土地国庫帰属制度の対象とならない。 
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問２ 

 遺言および遺産分割協議等に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１

つ選んでください。 

 

（問題１０） 
 

（設問Ａ）次の自筆証書遺言書について、下線を付した（ア）～（エ）の記載内容のうち、遺言の全部

または一部の効力を生じさせない記載内容のみの組み合わせとして、最も適切なものはどれ

か。なお、全文は遺言者が自書したものであり、下線を付した（ア）～（エ）以外の記載内

容等には問題がないものとする。 

 

遺 言 書 

 

私 布施次郎は、次のとおり遺言します。 

 

第１条 私は、次の財産を（ア）妻の栄子との間に生まれた長女に相続させる。 

１ 宅地 東京都●●区●町●丁目●番   地積：２００平方メートル 

２ 預金 ＭＡ銀行●●支店の普通預金 口座番号：１２３４５６７ 

 

第２条 私は、次の財産を長男の良太（昭和５０年１０月２５日生）に相続させる。 

株式会社ＭＥの株式 ２００株 

 

第３条 私は、（イ）長男の良太が私に先立って死亡したときは、前条の財産を孫（良太の子）の

宗康（平成１７年３月５日生）に相続させる。 

 

第４条 私が勤めている株式会社ＭＥの退職金規程によれば、死亡退職金の受取人の第１順位者

は配偶者となっているが、（ウ）死亡退職金は二男の啓二（昭和５２年５月１０日生）

に相続させる。 

 

第５条 私は、長男の良太に対して、（エ）遺言執行者を指定することを委託する。 

 

令和７年１０月１日 

 

東京都●●区●町●丁目●番●号 

 

遺言者  布施 次郎  ㊞ 

 

１．（ア）、（イ）、（ウ） 

２．（イ）、（エ） 

３．（ウ）、（エ） 

４．（ウ）  
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（問題１１） 
 

（設問Ｂ）遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．遺産分割協議の成立後に、子を認知する旨が記載された遺言書が発見され、その遺言書によ

る認知によって新たに相続人となった者は、遺産分割協議のやり直しを求めることができる。 

２．遺産分割協議により銀行借入金債務の承継者を特定の相続人に定めた場合であっても、債権

者である銀行の同意がない限り、各共同相続人は法定相続分に応じた返済義務を免れない。 

３．代償分割により現物財産を取得した相続人が、他の相続人に代償財産として土地や建物を交

付した場合、交付時の時価でその土地や建物を譲渡したものとして、所得税の課税対象と

なる。 

４．親と子がともに相続人であり、子が未成年者である場合、親権者である親は、その子のため

に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 

 

（問題１２） 
 

（設問Ｃ）遺言執行者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．遺言執行者がないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任す

ることができる。 

２．遺言執行者は、正当な事由があるときは、利害関係人の承諾を得ることで、その任務を辞す

ることができる。 

３．遺言執行者は、原則として自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。 

４．遺言執行者が選任されている場合、相続人が遺言に反して相続財産を処分した行為は、原則

として無効となる。 
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問３ 

 次の設例に基づき、相続税の仕組みと課税財産に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答え

を１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

岡浩一さん（以下「岡さん」という）は、２０２５年１１月８日に東京都内の病院で死亡した。岡

さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、岡さんおよびその相続人等は、全員日本国

籍を有し、その住所は日本国内にあり、岡さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、相続人

等の中に相続時精算課税制度を選択した者はおらず、各設問間に関連はないものとする。 

 

［相続人等関係図］ 

 

・ 長男は、岡さんの相続について、相続の放棄をしている。 

・ 妻、長男、長女、孫Ａおよび孫Ｂは、いずれも相続または特定遺贈により財産を取得している。 

 

（問題１３） 
 

（設問Ａ）岡さんの死亡により、生命保険契約に基づき、相続人等は以下の死亡保険金を一時金で受け

取った。妻が受け取った死亡保険金のうち、妻の相続税の課税価格に算入される金額（生命

保険金の非課税金額控除後の金額）として、正しいものはどれか。 

 

区分 
保険契約者 

（保険料負担者） 
被保険者 

死亡保険金 

受取人 
金額 

ＹＡ保険 

死亡保険金 

岡さん 

岡さん 

妻 ３０,０００千円 

ＹＢ保険 妻 妻 １０,０００千円 

ＹＣ保険 岡さん 長男 ２５,０００千円 

ＹＤ保険 岡さん 長女 ２０,０００千円 

ＹＥ保険 岡さん 孫Ａ １５,０００千円 

 

１．２１,０００千円 

２．２４,０００千円 

３．３０,０００千円 

４．３４,０００千円 

  

 妻 

 岡さん（被相続人） 

 長男（相続放棄） 

 長女 

 長男の妻 

 孫Ａ 

 孫Ｂ 
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（問題１４） 
 

（設問Ｂ）妻は、岡さんの死亡により、岡さんが勤務していた会社から、以下の退職手当金等を受け取

った。これらの金額のうち、相続財産とみなされて退職手当金等として妻の相続税の課税価

格に算入される金額（退職手当金等の非課税金額控除後の金額）として、正しいものはどれ

か。なお、岡さんの死亡時の賞与以外の普通給与は月額６００千円であり、直近に支払われ

た賞与は９００千円であった。また、岡さんの死亡は業務上の死亡ではない。 

 

［妻が受け取った退職手当金等の状況］ 

区分 金額 備考 

退職手当金 ４０,０００千円 
退職給与規程に基づくものであり、２０２５年１１月１０日に支給

額が確定し、２０２５年１１月２０日に支払われた。 

弔慰金 ５,０００千円 
弔慰金規程に基づくものであり、実質的に退職手当金に該当する部

分はなく、２０２５年１１月２０日に支払われた。 

給与 ６００千円 
給与規程に基づく２０２５年１１月の給与（支給期１１月２０日）

であり、２０２５年１１月２０日に支払われた。 

 

１．２５,５００千円 

２．２５,６００千円 

３．２６,１００千円 

４．２６,４００千円 
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（問題１５） 
 

（設問Ｃ）岡さんの相続に係る相続税の課税価格の計算上、債務および葬式費用に関連するものは以下

のとおりであり、各人が負担した金額は、いずれも相続または特定遺贈により取得した財産

の価額の範囲内であった。岡さんの相続に係る相続税の課税価格の計算上、債務控除をする

ことができる金額の合計額として、正しいものはどれか。 

 

内容 金額 負担者 備考 

医療費 ２００千円 
長男 

（注１） 

通夜飲食費 ４００千円 （注２） 

お布施・戒名料 ５００千円 長女 （注２） 

葬式費用 ２,５００千円 
妻 

（注２、注３） 

香典返戻費用 ８００千円 （注３） 

（注１）岡さんの入院費で相続開始時に未払いとなっていたものである。 

（注２）岡さんの職業、財産その他の事情に照らして相当であると認められる金額である。また、お布

施は、告別式に当たり僧侶へ支払ったものである。 

（注３）妻は香典収入９００千円を取得し、そのうち８００千円を香典返戻費用の支払いに充て、１００

千円を葬式費用の支払いに充てている。 

 

１．２,９００千円 

２．３,３００千円 

３．３,４００千円 

４．３,６００千円 
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（問題１６） 
 

（設問Ｄ）増田さんが以下のとおり贈与をした後、２０３１年１０月に死亡した場合、各相続人の相続

税の課税価格に加算される贈与財産の価額の合計額として、正しいものはどれか。なお、各

相続人は、贈与時および相続開始時のいずれの時においても居住無制限納税義務者であり、

増田さんから相続により財産を取得しており、相続税の申告義務がある。また、本設問は、

設例との直接的な関連はないものとする。 

 

贈与年月 贈与財産 受贈者 
贈与時の 

相続税評価額 
備考 

２０２５年 ７月 現金 長男 ３００千円 
（注１） 

２０２６年 ９月 現金 二男 ８００千円 

２０２６年１０月 有価証券 長女 ３０,０００千円 （注２） 

２０２８年１２月 現金 二男 ２,０００千円  

２０２９年 ８月 現金 長男 ４,０００千円  

（注１）この贈与について、贈与税の基礎控除額の範囲内であるため、贈与税の申告および納付はしな

いものとする。 

（注２）長女は、相続時精算課税制度の適用要件を満たしているものとし、この贈与について、初めて

相続時精算課税制度を選択するものとする。 

 

１．３２,９００千円 

２．３４,０００千円 

３．３４,９００千円 

４．３６,０００千円 
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問４ 

 次の設例に基づき、小規模宅地等の特例（以下「本特例」という）に関する以下の設問Ａ～Ｃについ

て、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

住吉学さん（以下「住吉さん」という）は、２０２５年６月２０日に東京都内の自宅で死亡した。

住吉さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、住吉さんおよびその相続人等は、全員

日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、住吉さんの所有財産はすべて日本国内にある。ま

た、相続人等の中に相続時精算課税制度を選択した者はおらず、各設問間に関連はないものとする。 

 

［相続人等関係図］ 

 

・ 妻、長男、長女および二男は、いずれも相続により財産を取得している。 

 

［相続開始時における不動産の状況］ 

相続人が相続により 

取得した宅地等 
相続開始直前の状況等 

住吉さんの自宅の敷地 
・ 住吉さんの自宅は、住吉さん夫婦および二男の居住の用に供され

ている。 

店舗の敷地 

・ 店舗は、長女が住吉さんから使用貸借により借り受けている。 

・ 店舗は、長女が事業主である小売業の用に供されている。 

・ 長女は、住吉さんと生計を一にしていない。 

アパート甲の敷地 
・ アパート甲（全２０室）は、住吉さんの貸付事業の用に供されて

おり、相続開始の１０年前から第三者へ適正賃料で賃貸されている。 

アパート乙の敷地 

・ アパート乙（全８室）は、住吉さんの貸付事業の用に供されてお

り、相続開始２年前の完成時から第三者へ適正賃料で賃貸されて

いる。 

・ 建物の所有者はいずれも住吉さんである。 

・ 長男夫婦は賃貸マンションに居住しており、長男は、相続開始前のいずれの時においても日本

国内にある本人、配偶者、三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがない。 

 

  

 妻 

 長男 

 長男の妻 
 住吉さん（被相続人） 

 長女 

 二男 
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（問題１７） 
 

（設問Ａ）相続人が住吉さんから相続により宅地等を取得し、当該宅地等について本特例を選択する場

合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、建物を取得する者はその敷地

を取得する者と同一であるものとし、記載のない事項については、本特例の適用要件を満た

しているものとする。 

 

１．妻が住吉さんの自宅の敷地を取得し、相続税の申告期限前に売却した場合、妻は本特例の適

用を受けることはできない。 

２．長男が住吉さんの自宅の敷地を取得し、相続税の申告期限まで有していた場合、長男は本特

例の適用を受けることができる。 

３．長女が店舗の敷地を取得し、相続税の申告期限までこの宅地上で引き続き小売業を営み、相

続税の申告期限まで有していた場合、長女は本特例の適用を受けることができる。 

４．長女がアパート甲の敷地を取得し、相続税の申告期限までに不動産賃貸業を引き継ぎ、相続

税の申告期限まで当該不動産賃貸業を行っている場合、長女は本特例の適用を受けることがで

きる。 

 

（問題１８） 
 

（設問Ｂ）妻が住吉さんから相続により以下の宅地等を取得した場合、妻の相続税の課税価格に算入す

べき価額として、正しいものはどれか。なお、本特例については、妻の相続税の課税価格に

算入すべき価額が最も少なくなるように選択して適用を受けるものとする。また、建物を取

得する者は妻であり、他の相続人の本特例の選択は考慮しないものとし、記載のない事項に

ついては、本特例の適用要件を満たしているものとする。 

 

妻が相続により 

取得した宅地等 
地積 

相続開始時の 

相続税評価額 
相続開始直前の状況等 

住吉さんの自宅の敷地 １６５ｍ2  ８２,５００千円 

設例のとおり。 アパート甲の敷地 ４２０ｍ2 １６８,０００千円 

アパート乙の敷地 ２００ｍ2 １５０,０００千円 

 

＜算式＞ 

貸付事業用宅地等がある場合の本特例に係る限度面積＝Ⅰ×
２００

 ４００ 
＋Ⅱ×

２００

 ３３０ 
＋Ⅲ≦２００ｍ2 

Ⅰ：特定事業用宅地等の面積 

Ⅱ：特定居住用宅地等の面積 

Ⅲ：貸付事業用宅地等の面積 

 

１．２５９,５００千円 

２．２９７,０００千円 

３．３１４,５００千円 

４．３２５,５００千円  
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（問題１９） 
 

（設問Ｃ）本特例の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に

ついては、本特例の適用要件を満たしているものとする。また、本設問は、設例との直接的

な関連はないものとする。 

 

１．相続人が相続開始の年にその被相続人から生前贈与により取得した宅地について、本特例の

適用を受けることができる。 

２．被相続人の居住の用に供されていた家屋が、被相続人が要介護認定を受け特別養護老人ホー

ムに入所したために、相続の開始の直前において空き家となっていた場合であっても、当該

家屋の敷地について、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。 

３．被相続人と同居していた相続人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得し、相

続税の申告期限前に転勤により当該相続人の配偶者および子と共に引っ越して当該宅地上の

家屋が空き家となった場合、当該家屋の敷地について、特定居住用宅地等として本特例の適

用を受けることができる。 

４．被相続人と同居していた相続人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した後、

建替えのため当該宅地上の家屋を取り壊した場合、相続税の申告期限までに家屋が完成し当

該相続人の居住の用に供された場合に限り、当該宅地等について特定居住用宅地等として本

特例の適用を受けることができる。 
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問５ 

 次の設例に基づき、相続税の総額等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の

中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

若杉峰夫さん（以下「若杉さん」という）は、２０２５年９月１０日に北海道内の病院で死亡した。

若杉さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、若杉さんおよびその相続人等は、全員

日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、若杉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、

相続人等の中に相続時精算課税制度を選択した者はおらず、各設問間に関連はないものとする。 

 

［相続人等関係図］ 

 

・ 年齢は若杉さんの相続開始時点のものである。 

・ 若杉さん夫婦は、２００３年５月にＡを普通養子としている。 

・ 長女は、若杉さんの相続について、相続の放棄をしている。 

・ 妻、長女、二女、孫Ｂ、孫Ｃ、孫Ｄ、孫Ｅはいずれも相続または特定遺贈により財産を取得し

ている。 

 

  

 妻 

 若杉さん（被相続人） 

 長女の夫 

 長女（相続放棄） 

 養子Ａ（すでに死亡） 

 長男（すでに死亡） 

 養子Ａの妻 

 孫Ｂ ２１歳４ヵ月 
（特別障害者） 

 孫Ｃ １５歳２ヵ月 

 孫Ｄ ２４歳５ヵ月 
（養子縁組前に出生） 
 

 孫Ｅ ２０歳９ヵ月 
（養子縁組後に出生） 
 

 二女 
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＜相続税の速算表＞ 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 

 １０,０００千円 以下 １０％ － 

１０,０００千円 超 ３０,０００千円 以下 １５％    ５００千円 

３０,０００千円 超 ５０,０００千円 以下 ２０％  ２,０００千円 

５０,０００千円 超 １００,０００千円 以下 ３０％  ７,０００千円 

１００,０００千円 超 ２００,０００千円 以下 ４０％ １７,０００千円 

２００,０００千円 超 ３００,０００千円 以下 ４５％ ２７,０００千円 

３００,０００千円 超 ６００,０００千円 以下 ５０％ ４２,０００千円 

６００,０００千円 超  ５５％ ７２,０００千円 
 

 

（問題２０） 
 

（設問Ａ）若杉さんの相続に係る相続税における遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。 

 

１．４８,０００千円 

２．５４,０００千円 

３．６０,０００千円 

４．６６,０００千円 

 

（問題２１） 
 

（設問Ｂ）若杉さんの相続に係る相続税の課税遺産総額（課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額

を控除した金額）が６６０,０００千円であった場合、相続税の総額として、正しいものは

どれか。 

 

１．１８７,０００千円 

２．１９６,０００千円 

３．２０４,０００千円 

４．２２１,０００千円 
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（問題２２） 
 

（設問Ｃ）若杉さんの相続に係る相続税の課税価格の合計額が４５０,０００千円であり、妻の相続税

の課税価格が３６０,０００千円である場合、妻が適用を受けることができる配偶者に対す

る相続税額の軽減額の限度額の算式は以下のとおりである。算式中の空欄（ア）にあてはま

る金額として、正しいものはどれか。 

 

＜算式＞ 

配偶者に対する相続税額の軽減額＝相続税の総額×
（ ア ）

 ４５０,０００千円 
  

１．１６０,０００千円 

２．１８０,０００千円 

３．２２５,０００千円 

４．３６０,０００千円 

 

（問題２３） 
 

（設問Ｄ）若杉さんの相続に係る孫Ｂの相続税の算出税額が１５,０００千円であった場合、孫Ｂが適

用を受けることができる障害者控除額として、正しいものはどれか。なお、過去の相続税の

申告における障害者控除の適用、扶養義務者からの控除および他の税額控除については考慮

しないものとする。 

 

１．      ０円 

２． ６,４００千円 

３．１２,６００千円 

４．１２,８００千円 
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問６ 

 相続税等の申告および納付等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から

１つ選んでください。 

 

（問題２４） 
 

（設問Ａ）相続税の申告手続き等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．相続税の申告書には、納税義務者および被相続人の個人番号（マイナンバー）を記載しなけ

ればならない。 

２．相続時精算課税適用者が、相続時精算課税に係る贈与税額を相続税額から控除しきれない場

合、その控除しきれない贈与税額の還付を受けるために相続税の申告書を提出することがで

きる。 

３．被相続人甲についての相続税の申告書を提出すべき乙が、その申告書の提出期限前にその申

告書を提出しないで死亡した場合、乙の相続人は、被相続人甲の相続の開始があったことを

知った日の翌日から１０ヵ月以内に、乙が提出すべきであった甲についての相続税の申告書

を提出しなければならない。 

４．相続税の申告書を提出すべき者が、その提出期限前に納税管理人の届出をしたうえで日本国

内に住所および居所を有しないこととなる場合には、その住所および居所を有しないことと

なる日までに相続税の申告書を提出しなければならない。 

 

（問題２５） 
 

（設問Ｂ）相続税の連帯納付義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、原則として、その

者が相続または遺贈により受けた利益の価額に相当する額を限度として、互いに連帯納付の

義務を負う。 

２．相続税の延納の許可を受けた納税義務者が分納税額を滞納した場合、他の共同相続人は、そ

の滞納に係る分納税額について連帯納付の義務を負わない。 

３．相続税の課税価格計算の基礎となった財産が贈与された場合、その受贈者は、その贈与者の

納付すべき相続税額のうち贈与により取得した財産の価額に対応する部分の金額について、

贈与により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の義務を負う。 

４．相続税の申告期限までに相続財産の全部が未分割であったため、共同相続人が法定相続分に

より財産を取得したものとして相続税の申告書を提出した場合、相続人が滞納した相続税額

について、他の共同相続人は連帯納付の義務を負わない。 
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（問題２６） 
 

（設問Ｃ）所得税の準確定申告等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．小売業を営んでいる個人事業者（青色申告の承認を受けている者）が、被相続人（青色申告

の承認を受けていない者）の不動産賃貸業を相続により承継した場合、当該個人事業者は、

その相続により承継した年分以後の確定申告について改めて青色申告の承認を受ける必要は

ない。 

２．所得税の確定申告書を提出すべき事業を営んでいた者が、確定申告書の提出をしないまま

２０２６年２月１０日に死亡した場合、その相続人が当該死亡した者に係る２０２５年分お

よび２０２６年分の準確定申告書を２０２６年３月３１日に提出したときは、いずれの年分

についても期限内申告となる。 

３．被相続人に支給されるべき国民年金で、未支給の国民年金（未支給年金）を相続人が請求し

支給を受けた場合、当該未支給年金は、相続人の所得として所得税の課税対象となる。 

４．被相続人に係る医療費を死亡後に相続人が支払った場合、相続人が支払った当該医療費は、

被相続人に係る死亡した年分の準確定申告において医療費控除の対象となる。 

 

（問題２７） 
 

（設問Ｄ）相続または遺贈により取得した財産の全部または一部が相続税の申告期限までに共同相続人

または包括受遺者間で未分割である場合の相続税等の取扱いに関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 

 

１．共同相続人間で未分割である不動産であっても、共同相続人全員で物納申請することにより、

当該不動産を物納に充てることができる。 

２．共同相続人間で未分割である財産について法定相続分により取得したものとして相続税の申

告をした相続人は、その後の遺産分割により、申告した相続税額が過大となった場合であっ

ても、必ずしも更正の請求を行う必要はない。 

３．共同相続人間で未分割である不動産から生ずる不動産所得については、各共同相続人が法定

相続分に応じて得たものとして所得税の確定申告をしなければならない。 

４．相続財産の一部が未分割であっても、他の相続財産のうち分割されている宅地等があれば、

その分割された宅地等については小規模宅地等の特例の適用を受けることができる。 
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問７ 

 次の設例に基づき、贈与税および相続時精算課税制度に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれ

の答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、贈与税額については、納付すべき税額が最も少な

くなるように計算してください。 

 

＜設例＞ 

宮本翔太さん（以下「宮本さん」という）とその親族は、財産の贈与について検討している。宮本

さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、宮本さんおよびその親族は、全員日本国籍を有

し、その住所は日本国内にあり、宮本さんおよびその親族の所有財産はすべて日本国内にある。ま

た、各設問間に関連はないものとする。 

 

［親族関係図］ 

 

・ 年齢は２０２５年１月１日現在のものである。 

 

＜贈与税の速算表＞ 

（イ）１８歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合（特例贈与財産、特例税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２,０００千円 以下 １０％ － 

２,０００千円 超 ４,０００千円 以下 １５％   １００千円 

４,０００千円 超 ６,０００千円 以下 ２０％   ３００千円 

６,０００千円 超 １０,０００千円 以下 ３０％   ９００千円 

１０,０００千円 超 １５,０００千円 以下 ４０％ １,９００千円 

１５,０００千円 超 ３０,０００千円 以下 ４５％ ２,６５０千円 

３０,０００千円 超 ４５,０００千円 以下 ５０％ ４,１５０千円 

４５,０００千円 超  ５５％ ６,４００千円 

 

  

 妻（７０歳） 

 長男の妻（４５歳） 

 長男（４５歳） 

 宮本さん（７０歳） 

 孫（１９歳） 

 二男（３６歳） 

 長女（３０歳） 



 
2025年度第2回 相続・事業承継設計 

23 相 続 ・ 事 業 承 継 設 計  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（ロ）上記（イ）以外の場合（一般贈与財産、一般税率） 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 

 ２,０００千円 以下 １０％ － 

２,０００千円 超 ３,０００千円 以下 １５％   １００千円 

３,０００千円 超 ４,０００千円 以下 ２０％   ２５０千円 

４,０００千円 超 ６,０００千円 以下 ３０％   ６５０千円 

６,０００千円 超 １０,０００千円 以下 ４０％ １,２５０千円 

１０,０００千円 超 １５,０００千円 以下 ４５％ １,７５０千円 

１５,０００千円 超 ３０,０００千円 以下 ５０％ ２,５００千円 

３０,０００千円 超  ５５％ ４,０００千円 
 
 

（問題２８） 
 

（設問Ａ）孫が２０２５年中に以下の財産の贈与を受けた場合、孫が納付すべき２０２５年分の贈与税

額として、正しいものはどれか。なお、孫は、相続時精算課税制度を選択せず、直系尊属か

ら贈与を受けた場合の各種非課税の特例の適用を受けないものとする。 

 

贈与年月 贈与者 贈与財産 贈与時の相続税評価額 

２０２５年３月 宮本さん 現金 ３,０００千円 

２０２５年４月 宮本さんの妻 現金 ２,０００千円 

２０２５年６月 二男 現金 ５,０００千円 

 

１．１,２７５千円 

２．１,７７０千円 

３．２,０４０千円 

４．２,３１０千円 
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（問題２９） 
 

（設問Ｂ）二男が以下の財産の贈与を受けた場合、二男が納付すべき２０２５年分の贈与税額として、

正しいものはどれか。なお、二男はいずれの贈与についても相続時精算課税制度を選択する

ものとする。 

 

贈与年月 贈与者 贈与財産 贈与時の相続税評価額 備考 

２０２５年１月 宮本さん 現金 ２５,０００千円 （注１） 

２０２５年５月 宮本さんの妻 上場株式 ３０,０００千円 （注２） 

（注１）二男は、宮本さんからの贈与について２０２３年に初めて相続時精算課税制度を選択し、

２０２３年分の贈与税の申告において、特別控除額５,０００千円を控除している。 

（注２）二男は、宮本さんの妻からの贈与について、初めて相続時精算課税制度を選択している。 

 

１．  ８８０千円 

２．１,５６０千円 

３．１,７８０千円 

４．２,０００千円 

 

（問題３０） 
 

（設問Ｃ）宮本さんの妻が２０２５年中に宮本さんから以下の財産の贈与を受けた場合、宮本さんの妻

が納付すべき２０２５年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、建物および宅地

について、宮本さんが単独で所有していたものとする。また、宮本さんの妻は贈与税の配偶

者控除の適用を受けることとし、その適用要件はすべて満たしているものとする。 

 

贈与財産 
贈与時の 

相続税評価額 
備考 

建物の持分

６０％ 
８,０００千円 

・ 贈与時の相続税評価額は、建物および宅地全体の価額である。 

・  建物は店舗併用住宅であり、居住用部分には宮本さん夫婦が

居住している。 

・ 建物および宅地ともに居住用部分の割合は７０％であり、宅地

は上記建物の敷地である。 

宅地の持分

６０％ 
３５,０００千円 

 

１．  ６４０千円 

２．  ７６０千円 

３．１,０９０千円 

４．１,４０６千円 
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（問題３１） 
 

（設問Ｄ）長女が２０２５年中に以下の財産の贈与を受けた場合、長女が納付すべき２０２５年分の贈

与税額として、正しいものはどれか。なお、長女は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与

を受けた場合の贈与税の非課税」の適用要件を満たしており、「省エネ等住宅」を取得した

場合の非課税限度額までその適用を受けるものとする。 

 

贈与者 贈与財産 
贈与時の 

相続税評価額 
備考 

宮本さん 現金 ４５,０００千円 

・ 全額を自己の居住の用に供する省エネ等住宅

（注）の取得に充てている。 

・ 初めて相続時精算課税制度を選択するものとす

る。 

（注）エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋等として政令で定めるものをいう。 

 

１．１,７８０千円 

２．２,０００千円 

３．２,７８０千円 

４．３,０００千円 

 

（問題３２） 
 

（設問Ｅ）「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」（以下「本特例」という）

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、贈与を受けた時期は２０２５

年８月とし、記載のない事項については、本特例の適用要件を満たしているものとする。ま

た、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．受贈者の２０２５年分の合計所得金額が１０,０００千円を超えた場合、本特例の適用を受

けることはできない。 

２．本特例の適用を受けるためには、受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等

を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならず、受贈者が納税地の所

轄税務署長に直接提出することはできない。 

３．受贈者の配偶者の父母からの贈与については、受贈者が当該配偶者の父母と養子縁組をして

いる場合を除いて、本特例の適用を受けることはできない。 

４．本特例において、教育資金管理契約を締結することができる金融機関の営業所等は、日本国

内にあるものに限られる。 

 

  



 
相続・事業承継設計 2025年度第2回 

26 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 相 続 ・ 事 業 承 継 設 計 

問８ 

 次の設例に基づき、不動産の相続税評価に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～

４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

関根英雄さん（以下「関根さん」という）は、所有している不動産の有効利用について検討してい

る。なお、不動産の状況等は以下のとおりであり、関根さんの相続に係る相続人は妻および長男の

２人であるものとする。また、各設問間に関連はないものとする。 

 

［不動産の状況］ 

（１）甲宅地の状況 

 
 

・ 地区区分 普通商業・併用住宅地区 

・ 奥行価格補正率（奥行１２ｍ以上３２ｍ未満） １.００ 

・ 二方路線影響加算率 ０.０５ 

・ その他の補正率については、考慮しないものとする。 

・ 甲宅地は、関根さん所有の自宅の敷地であり、自宅は、関根さん夫婦の居住の用に供されている。 

・ 甲宅地は、地積規模の大きな宅地には該当しない。 

・ 甲宅地に接する幅員２ｍの市道は、建築基準法第４２条第２項に規定する道路であり、自宅の

建替えをする際にはセットバック（後退）を要する。なお、当該市道の幅員は２ｍと一定であ

り、中心線は市道の中央である。また、甲宅地の当該市道を挟んで向かい側は平坦な宅地であ

り、川やがけ等ではない。 

  

路線価４００千円 

路線価３００千円 

２０ｍ 

１９ｍ 

甲宅地４００ｍ2 

自宅 

セットバック部分１ｍ 

幅員２ｍの市道 

幅員６ｍの県道 



 
2025年度第2回 相続・事業承継設計 

27 相 続 ・ 事 業 承 継 設 計  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（２）乙宅地（普通借地権）および丙建物の状況 

 
・ 乙宅地は、借地権の設定の対価として権利金その他一時金を支払う取引上の慣行がある地域に

ある。 

・ 乙宅地は、第三者（地主）が所有しており、関根さんが１９９２年５月から建物の所有を目的

とする土地の賃貸借契約により借り受けている。なお、関根さんは、当該賃貸借契約による乙

宅地の賃借権（普通借地権）の設定に際し、地主にその対価として通常の権利金を支払い、そ

の後は毎年、通常の地代を支払っている。 

・ 関根さんは、上記の借地権の設定を受けたと同時に乙宅地上に丙建物（賃貸用アパート）を建

設し、第三者（借家人）に適正な賃料で賃貸している。 

 

・ 地区区分 普通住宅地区 

・ 奥行価格補正率（奥行１０ｍ以上２４ｍ未満） １.００ 

・ 側方路線影響加算率 

角地 ０.０３ 

準角地 ０.０２ 

・ その他の補正率については、考慮しないものとする。 

・ 借地権割合 ６０％ 

・ 借家権割合 ３０％ 

 

  

路線価２００千円 

２０ｍ 

１５ｍ 

路線価 

２１０千円 

丙建物 
（賃貸用アパート） 

乙宅地３００ｍ2 
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（問題３３） 
 

（設問Ａ）現時点で関根さんに相続が開始し、妻が甲宅地を現況のまま相続により取得した場合、甲宅

地の相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、小規模宅地等の特例については考慮

しないものとする。 

 

１． ４９,８００千円 

２．１５４,３８０千円 

３．１６０,１９０千円 

４．１６３,５１０千円 

 

（問題３４） 
 

（設問Ｂ）現時点で関根さんに相続が開始し、長男が乙宅地に係る借地権を取得した場合、その借地権

の相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、関根さんの相続開始時の丙建物の床面

積等の状況は以下のとおりとし、小規模宅地等の特例については考慮しないものとする。 

 

［丙建物の床面積等の状況］ 

丙建物の総床面積：６００ｍ2 

丙建物の各独立部分の床面積の合計：５００ｍ2 

賃貸割合：１００％ 

相続開始時の固定資産税評価額：６,０００千円 

 

１． ７,７０４千円 

２．１１,５５６千円 

３．２６,９６４千円 

４．２７,２１６千円 

 

（問題３５） 
 

（設問Ｃ）現時点で関根さんに相続が開始し、長男が丙建物を相続により取得した場合、丙建物の相続

税評価額として、正しいものはどれか。なお、丙建物の床面積等の状況は（問題３４）のと

おりであるものとする。 

 

１．１,８００千円 

２．２,４００千円 

３．４,２００千円 

４．６,０００千円 
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（問題３６） 
 

（設問Ｄ）関根さんは、乙宅地について、地主から所有権（底地）を買い取ることについて検討してい

る。関根さんが乙宅地の所有権を取得した後、関根さんに相続が開始し、妻が乙宅地を相続

により取得した場合の乙宅地の相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、丙建物の

床面積等の状況は（問題３４）のとおりであるものとする。また、小規模宅地等の特例につ

いては考慮しないものとする。 

 

１．２５,６８０千円 

２．４４,９４０千円 

３．５２,６４４千円 

４．５３,１３６千円 
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問９ 

 相続等により取得した財産の相続税評価額に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１

～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３７） 
 

（設問Ａ）２０２５年９月１４日に死亡した榎並さんは、ＧＣ生命保険会社と以下の生命保険契約を締

結していた。この生命保険契約に関する権利を相続人等が取得した場合、その相続税評価額

として、正しいものはどれか。なお、解約返戻金について、源泉徴収されるべき所得税はな

いものとする。 

 

［ＧＣ生命保険会社との生命保険契約の状況］ 

保険契約者（保険料負担者） 榎並さん 

被保険者 榎並さんの妻 

相続開始時の解約返戻金額 ４,０００千円 

相続開始時の契約者貸付金額   ５００千円 

相続開始時の剰余金の分配額    ５０千円 

相続開始時の前納保険料の金額 １,０００千円 

 

１．４,０５０千円 

２．４,５５０千円 

３．５,０００千円 

４．５,０５０千円 
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（問題３８） 
 

（設問Ｂ）２０２５年７月１０日に死亡した最上さんが保有していたＧＲ社（本店米国ニューヨーク州）

の株式（ニューヨーク証券取引所に上場している株式）および外国為替相場の状況は以下の

とおりである。このＧＲ社の株式１,０００株を相続人等が取得した場合、その相続税評価

額として、正しいものはどれか。なお、日本と米国との時差については考慮する必要はない。 

 

［ＧＲ社の株価の状況］ 

区分 株価（１株当たり） 

２０２５年４月の毎日の最終価格の月平均額 １３.５０米ドル 

２０２５年５月の毎日の最終価格の月平均額 １４.６０米ドル 

２０２５年６月の毎日の最終価格の月平均額 １５.３０米ドル 

２０２５年７月の毎日の最終価格の月平均額 １４.３０米ドル 

２０２５年７月１０日（木）の最終価格 １４.２０米ドル 

 

［外国為替相場の状況］ 

区分 ＴＴＳ ＴＴＢ ＴＴＭ 

２０２５年４月の毎日の最終の外国為替相場の

月平均額 
１４４.１０円 １４２.１０円 １４３.１０円 

２０２５年５月の毎日の最終の外国為替相場の

月平均額 
１４５.６６円 １４３.６６円 １４４.６６円 

２０２５年６月の毎日の最終の外国為替相場の

月平均額 
１４４.３４円 １４２.３４円 １４３.３４円 

２０２５年７月の毎日の最終の外国為替相場の

月平均額 
１４４.０５円 １４２.０５円 １４３.０５円 

２０２５年７月１０日（木）の最終の外国為替

相場 
１４５.９１円 １４３.９１円 １４４.９１円 

・ ＴＴＳ：対顧客直物電信売相場（１米ドル当たり）である。 

・ ＴＴＢ：対顧客直物電信買相場（１米ドル当たり）である。 

・ ＴＴＭ：対顧客直物電信売買相場の仲値（１米ドル当たり）である。 

・ 最上さんは為替予約を締結していない。 

 

１．１,９１８,３５０円 

２．２,０３１,３１５円 

３．２,０４３,５２２円 

４．２,０５７,７２２円 
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（問題３９） 
 

（設問Ｃ）２０２５年９月６日に死亡した大下さんが保有していた暗号資産ＧＸの取得価額および取引

価格の状況は以下のとおりである。この暗号資産ＧＸ１００単位を相続人等が取得した場合、

その相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、この暗号資産ＧＸは、活発な市場が

存在する暗号資産である。 

 

［暗号資産ＧＸの取得価額］ 

大下さんが暗号資産ＧＸを購入した日 取得価額（１単位当たり） 

２０２４年５月２３日（木）（注） １３,１００円 

（注）大下さんは、暗号資産交換業者から暗号資産ＧＸを１００単位購入し、相続開始時まで保有して

いた。なお、このほかに購入した暗号資産はない。 

 

［暗号資産ＧＸの取引価格の状況］ 

区分 
暗号資産交換業者が公表している 

取引価格（１単位当たり） 

２０２５年９月６日（土）の取引価格 １３,５００円 

 

１．       ０円 

２．  ９４５,０００円 

３．１,３１０,０００円 

４．１,３５０,０００円 
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問１０ 

 次の設例に基づき、相続税の課税価格等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～

４の中から１つ選んでください。なお、国外転出時課税制度については考慮しないものとします。 

 

＜設例＞ 

落合太一さん（以下「落合さん」という）は、２０２５年５月３０日にＸ国（日本ではない外国）

の病院で死亡した。落合さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。なお、相続人等の中に相

続時精算課税制度を選択した者はいない。 

 

［相続人等関係図および国籍に関する事項］ 

 

※落合さん、妻、長男および二男は日本国籍を有しており、日本国籍の有無については、過去に変

更はなかったものとする。 

 

［住所地等に関する事項］ 

 
※一時居住者に該当する期間はないものとする。 

 

  

 妻 

 長男 

 二男（一般障害者） 

 落合さん（被相続人） 

Ｘ国 

▼ 

２０２５年

５月３０日
▼ 

落合さん 

および妻 

２０１０年

５月３０日 

２０２３年

８月１日 
▼ 

大阪府 

▼ 

２０１３年

７月２１日 

長男 

二男 

相続開始時 
▲ 

相続開始 

１５年前 

▲ 

２０１７年

１０月８日 
▼ 

大阪府 Ｘ国 

大阪府 Ｘ国 東京都 
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［各相続人が相続により取得した財産等］ 

相続人 相続財産等 財産の価額 備考 

妻 

ＱＡ生命保険（本店Ｘ国）からの死亡保険金（大阪支

店で契約したもの） 
２０,０００千円 （注１） 

Ｘ国所在の自宅土地・建物 ４０,０００千円 

（注２） 

ＱＢ銀行（本店Ｘ国）大阪支店の普通預金 １５,０００千円 

長男 

大阪府所在の賃貸不動産 ２２,０００千円 

ＱＣ社（本社Ｘ国）が発行するＸ国の証券取引所に上

場されている株式 
８,０００千円 

ＱＤ銀行（本店大阪府）本店の普通預金 １５,０００千円 

二男 ＱＥ銀行（本店Ｘ国）大阪支店の普通預金 ３０,０００千円 

（注１）財産の価額は生命保険金等の非課税金額控除前の受取金額である。また、死亡保険金に係

るＱＡ生命保険の保険契約者および保険料負担者は、いずれも落合さんである。 

（注２）財産の価額は相続開始時の相続税評価額である。 

 

［債務および葬式費用等］ 

・ Ｘ国所在の自宅土地・建物の購入に係るＱＢ銀行（本店Ｘ国）本店からの借入金１０,０００

千円は妻が承継した。 

・ 大阪府所在の賃貸不動産の購入に係るＱＤ銀行（本店大阪府）本店からの借入金５,０００千

円は長男が承継した。 

・ 落合さんの葬式費用（通常の費用）３,０００千円は、妻、長男および二男が１,０００千円

ずつ負担した。 

 

［落合さんから各相続人への生前贈与財産］ 

受贈者 贈与年月 贈与財産 
贈与時の 

相続税評価額 

相続開始時の 

相続税評価額 

妻 ２０２３年８月 Ｘ国国債 １０,０００千円 １１,０００千円 

長男 ２０２３年６月 

ＱＣ社（本社Ｘ国）が発行

するＸ国の証券取引所に上

場されている株式 

５,０００千円 ６,０００千円 

 

 

（問題４０） 
 

（設問Ａ）落合さんの相続に係る妻の相続税の課税価格（生命保険金等の非課税金額控除後の金額）と

して、正しいものはどれか。 

 

１． ９,０００千円 

２．２０,０００千円 

３．３０,０００千円 

４．７４,０００千円 
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（問題４１） 
 

（設問Ｂ）落合さんの相続に係る長男の相続税の課税価格として、正しいものはどれか。 

 

１．３９,０００千円 

２．４４,０００千円 

３．４５,０００千円 

４．５０,０００千円 

 

（問題４２） 
 

（設問Ｃ）落合さんの相続に係る相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、記載のない事項については、各規定の適用要件を満たしているものとし、日米相続税

条約については考慮しないものとする。 

 

１．妻は、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けることができる。 

２．長男は、相続税の延納や物納の申請をすることができる。 

３．二男は、障害者控除の適用を受けることができる。 

４．妻は、相続した財産について、Ｘ国の法令によりＸ国で相続税に相当する税が課された場合

であっても、外国税額控除の適用を受けることはできない。 

 

（問題４３） 
 

（設問Ｄ）国外財産に対する相続税および贈与税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なもの

はどれか。なお、日米相続税条約については考慮しないものとする。また、本設問は、設例

との直接的な関連はないものとする。 

 

１．国外に本店がある外国会社の発行する非上場株式等は、非上場株式等についての相続税の納

税猶予および免除の特例の対象とはならない。 

２．国外にある宅地等についても、要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用の対象となる。 

３．国外財産の贈与を受けた場合には、その贈与について相続時精算課税制度を選択することは

できない。 

４．無制限納税義務者が国外財産を贈与により取得した場合において、当該国外財産について、

その国外財産の所在場所である外国で贈与税に相当する税が課されたときは、贈与税の計算

上、外国税額控除の適用を受けることができる。 
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問１１ 

 次の設例に基づき、事業承継等に関する以下の設問Ａ～Ｇについて、それぞれの答えを１～４の中か

ら１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

ＰＡ株式会社（以下「ＰＡ社」という）およびＰＢ株式会社（以下「ＰＢ社」という）の代表取締

役社長である鶴見聡さん（以下「鶴見さん」という）は、将来の事業承継および相続対策について

検討している。ＰＡ社およびＰＢ社に関する状況等は以下のとおりである。なお、鶴見さんおよび

その親族等は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、鶴見さんの所有財産はすべて日

本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。 

 

［ＰＡ社およびＰＢ社の状況］ 

●株主構成 

株主 両社役職 
ＰＡ社 ＰＢ社 

保有株数 議決権割合 保有株数 議決権割合 

鶴見さん 代表取締役 ９０,０００株 ９０％ ５００株 １００％ 

鶴見さんの長男 取締役 ３,０００株 ３％ ０株 ０％ 

鶴見さんの妻 － ７,０００株 ７％ ０株 ０％ 

合計 １００,０００株 １００％ ５００株 １００％ 

 

●資本金等の状況 

会社名 ＰＡ社 ＰＢ社 

資本金等の額 50,000千円 3,000千円 

１株当たりの 

類似業種比準価額 
1,800円 90,000円 

総資産および負債 

（課税時期現在） 
総資産 負債 総資産 負債 

 帳簿価額 280,000千円 110,000千円 70,000千円 30,000千円 

 相続税評価額 260,000千円 110,000千円 120,000千円 30,000千円 

１株当たりの配当金額 

直前期  年25円（普通配当） 直前期  年0円 

直前々期 年20円（普通配当） 

年20円（記念配当） 
直前々期 年0円 

 

●会社区分等 

・ ＰＡ社およびＰＢ社の株式は「取引相場のない株式」であり、すべて普通株式である。 

・ ＰＡ社の株式評価上の会社規模は中会社（Ｌの割合０.７５）に該当する。 

・ ＰＢ社の株式評価上の会社規模は小会社（Ｌの割合０.５０）に該当する。 

・ ＰＡ社は特定の評価会社に該当しないが、ＰＢ社は土地保有特定会社に該当する。 
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［その他］ 

・ 株式の評価方式については、それが複数あり任意に選択できる場合には、評価額が最も低く

なるような評価方式を選択するものとする。 

・ １株当たりの純資産価額および配当還元価額は、次の算式により計算した金額によって評価

する。 

＜純資産価額の算式＞ 

純資産価額＝
（Ａ－Ｂ）－｛(Ａ－Ｂ）－（Ｃ－Ｄ)｝×３７％ 

Ｅ
 

Ａ：課税時期現在の相続税評価額による総資産額 

Ｂ：課税時期現在の相続税評価額による負債額 

Ｃ：課税時期現在の帳簿価額による総資産額 

Ｄ：課税時期現在の帳簿価額による負債額 

Ｅ：課税時期現在における発行済株式数 

※「（Ａ－Ｂ）－（Ｃ－Ｄ）」がマイナスの場合は０とする。 

 

＜配当還元価額の算式＞ 

配当還元価額＝
 その株式に係る年配当金額 

１０％
×
 その株式の１株当たりの資本金等の額 

５０円
 

※その株式に係る年配当金額は、１株当たりの資本金等の額を５０円とした場合の金額とする。

また、その株式に係る年配当金額が２円５０銭未満および無配のものにあっては、２円５０銭

とする。 

 

［株主の区分に応じた評価方式］ 

区分 株主の態様 評価方式 

同族株主の 

いる会社 

同族株主 

議決権割合が５％以上の株主 

原則的 

評価方式 
議決権割合

が５％未満

の株主 

中心的な同族株主がいない場合 

中心的な同族株

主がいる場合 

中心的な同族株主 

役員である株主また

は役員となる株主 

その他の株主 配当還元 

方式 同族株主以外の株主 

同族株主の 

いない会社 

議決権割合の合

計が１５％以上

の株主グループ

に属する株主 

議決権割合が５％以上の株主 

原則的 

評価方式 
議決権割合

が５％未満

の株主 

中心的な株主がいない場合 

中心的な株主が

いる場合 

役員である株主また

は役員となる株主 

その他の株主 配当還元 

方式 議決権割合の合計が１５％未満の株主グループに属する株主 
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（問題４４） 
 

（設問Ａ）現時点で、鶴見さんが保有するＰＡ社の株式５,０００株を長男に贈与した場合、贈与を受

けた長男の贈与税の課税価格の計算上、ＰＡ社の１株当たりの相続税評価額として、正しい

ものはどれか。 

 

１．１,５００円 

２．１,５７４円 

３．１,７２５円 

４．１,８００円 

 

（問題４５） 
 

（設問Ｂ）現時点で、鶴見さんが保有するＰＡ社の株式１,０００株をＰＡ社の役員（鶴見さんの親族

ではない）に贈与した場合、贈与を受けたＰＡ社の役員の贈与税の課税価格の計算上、ＰＡ

社の１株当たりの相続税評価額として、正しいものはどれか。 

 

１．  ２２５円 

２．  ２５０円 

３．  ３２５円 

４．１,４２５円 

 

（問題４６） 
 

（設問Ｃ）現時点で、鶴見さんが保有するＰＢ社の株式１００株を長男に贈与した場合、贈与を受けた

長男の贈与税の課税価格の計算上、ＰＢ社の１株当たりの相続税評価額として、正しいもの

はどれか。 

 

１． ９０,０００円 

２．１１６,５００円 

３．１４３,０００円 

４．１８０,０００円 
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（問題４７） 
 

（設問Ｄ）取引相場のない株式を譲渡した場合の所得税および贈与税に関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。 

 

１．個人が個人に対して時価の１／２未満の金額により譲渡して譲渡損失が生じる場合、その譲

渡損失はなかったものとみなされる。 

２．個人が個人に対して著しく低い価額の対価で譲渡した場合、原則として、譲渡者である個人

から譲受者である個人に贈与があったものとみなされる。 

３．個人が法人に対して時価の１／２未満の金額により譲渡した場合、譲渡時の時価により譲渡

があったものとみなされる。 

４．個人が、取引相場のない株式をその株式の発行会社に譲渡し、みなし配当課税が行われる場

合、その配当所得について申告分離課税を選択することができる。 

 

（問題４８） 
 

（設問Ｅ）「非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例」（以下「特例措置」という）

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、後継者は２０２５年１月１日

以後に非上場株式等を贈与により取得するものとする。また、本設問は、設例との直接的な

関連はないものとする。 

 

１．特例措置の適用を受けようとする場合、原則として、納税が猶予される贈与税額および猶予

期間中の利子税の額に相当する担保を提供しなければならない。 

２．後継者である受贈者は、贈与の日まで引き続き３年以上、特例認定贈与承継会社の役員等で

なければならない。 

３．受贈者（その年の１月１日において１８歳以上の者に限る）が特例措置の適用を受ける場合、

その者が贈与者（その年の１月１日において６０歳以上の者に限る）の直系卑属である推定

相続人または孫以外の者であっても、相続時精算課税制度の適用を受けることができる。 

４．特例措置の適用対象となる非上場株式等に、合名会社、合資会社または合同会社の出資も含

まれる。 
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（問題４９） 
 

（設問Ｆ）「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特

例｣（以下「民法特例」という）および「所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例」

（以下「会社法特例」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、

「所在不明株主」とは、株主名簿には記載があるものの会社が連絡を取れなくなり、その所

在が不明になっている株主をいうものとする。また、本設問は、設例との直接的な関連はな

いものとする。 

 

１．民法特例の適用対象となる中小企業者は、法人の場合、民法特例の合意時点において５年以

上継続して事業を行っている非上場会社に限られる。 

２．民法特例の適用上、旧代表者からの贈与等により取得した自社株式の一部を除外合意、残り

の自社株式を固定合意というように、除外合意と固定合意を併用することができる。 

３．会社法特例を適用することにより、所在不明株主の有する株式の取得に要する手続きに必要

な、株主への通知不到達・配当不受領の期間を５年から１年に短縮することができる。 

４．会社法特例を適用して所在不明株主の株式を売却する場合、一定の手続保障を経たうえで、

裁判所の許可が必要である。 
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（問題５０） 
 

（設問Ｇ）次の＜資料＞は、中小企業庁の「中小Ｍ＆Ａガイドライン（第３版）」の「中小Ｍ＆Ａフロ

ー図」を基に作成したものである。＜資料＞の空欄（ア）～（エ）にあてはまる語句の組み

合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないも

のとする。 

 

＜資料＞ 
 

［中小Ｍ＆Ａフロー図］ 

 

１．（ア）マッチング 

（イ）デュー・ディリジェンス 

（ウ）クロージング 

（エ）バリュエーション 

２．（ア）マッチング 

（イ）バリュエーション 

（ウ）デュー・ディリジェンス 

（エ）クロージング 

３．（ア）バリュエーション 

（イ）マッチング 

（ウ）クロージング 

（エ）デュー・ディリジェンス 

４．（ア）バリュエーション 

（イ）マッチング 

（ウ）デュー・ディリジェンス 

（エ）クロージング 

 

 

後継者不在 
支援機関 

に相談 
意思決定 （ ア ） （ イ ） 

基本合意の

締結 
（ ウ ） 

最終契約の

締結 
（ エ ） 

ポスト 

Ｍ＆Ａ 




